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岐阜県指定情報公表センター
岐阜県社会福祉協議会

介護サービス情報の報告について
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従来との大きな違い

○報告様式の見直し

○調査（都道府県が必要があると認める
場合実施）

■報告様式の種類を３０種類に統合
介護予防サービスを本体サービスと一体的に報告
できるよう調査票を統合 ＊別添１参照

■内容の変更
既存の報告項目の内容については変更なし
平成２４年度制度改正、報酬改定等の内容を反映 等

＊別添１参照



3

公表までの流れ

計画通知
「ＩＤ」

「パスワード」

＊報告開始日の
10日～2週間前

報 告
「基本情報」
「調査情報」

審 査

公 表

調査申込
県高齢福祉課へ 調査実施

計画通知
10/10頃

計画通知～
報告開始日まで

に電話申込

報告提出期間
10/21～

11/20

公表日
12/10

報告開始日～
公表日までに

実施

調査希望の
場合

＜例＞中濃圏域の場合のスケジュール

報告
システム
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【該当要件】

■事業の休止・廃止

■特定福祉用具販売
前年度の介護報酬年額が１００万円以下

→指定情報公表センターへ連絡
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法人情報

所在地等

従業者

サービス内容

利用料等

別紙（サービスによって表示）

基本
情報
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利用者の権利擁護

サービスの質の確保の取組

相談・苦情等への対応

外部機関等との連携

事業運営・管理

安全・衛生管理等

従業者研修等

運営
情報
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画像ファイル

拡張子「.jpg」 １枚につき100KBまで

動画ファイル
動画タイトル（255文字以内）

リンク先ＵＲＬ（255文字以内）

ＰＲコメント（2000文字以内）

→画像・動画 それぞれ３つまで登録可能

★登録すると即内容反映
※指定基準「事業所について広告をする場合においては、
その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない」

特色
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システムの稼働環境

ＯＳ バージョン

Windows Windows XP SP3,  Windows 
Vista SP2,  Windows7,  
Windows7 SP1Mac Mac OS X v10.6

Webブラウザ バージョン

Internet 
Explorer(IE)

IE7,  IE8,  IE9
Safari Safari 5
Office製品 バージョン

Microsoft Office 2003,  2007,  2010
OpenOffice.org 3
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事前準備 パソコンの設定

◆報告提出先

「報告サブシステム」
https://www.kaigokensaku.jp/houkoku/21/

■信頼済みサイトへの追加

■お気に入りへの追加

https://www.kaigokensaku.jp/houkoku/21/
https://www.kaigokensaku.jp/houkoku/21/
https://www.kaigokensaku.jp/houkoku/21/
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報告提出の流れ

報告システム
ログイン

「ＩＤ」
「パスワード」

入力

報告内容の入力

①「基本情報」入力
→プレビュー画面表示・確認

②「運営情報」入力
→プレビュー画面表示・確認

③「事業所の特色」※任意

提 出

完 了

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

連絡先登録

担当者氏名
メールアドレス
電話番号
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STEP1 報告システムにログイン

■ログイン画面で
「ＩＤ（事業者番号）」「パスワード」を入力
「サービス名」を選択しログイン
＊ログイン成功 → 「業務メニュー」が表示

■一体的に報告する場合も、サービス毎にログイン
報告を行うことが必要
（予防サービスは、介護サービスと一緒に報告）

■記入開始日前は、ログインしても入力できない
最新の公表内容の参照のみ可能
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ログイン画面
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業務メニュー
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状況確認
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STEP2 連絡先の登録

■TOPメニュー画面「連絡先設定」タブをクリック

■「担当者氏名」「メールアドレス」「電話番号」
入力

■提出した調査票について
「差戻し」や「受理取消」があった場合
→ 登録したメールアドレスにメールが届く
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連絡先の登録
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STEP3ー1 報告内容の入力

■調査票を入力する順番
①「基本情報」
②「運営情報（旧調査情報）」 ＊①②は必須
③「事業所の特色」 ＊③は任意

○報告したい項目のタブを選択して入力画面を表示
○最新の公表内容が初期表示（プレプリント）される
○複写機能なし サービス毎に入力が必要
○入力中は、「一時保存」ボタンをこまめに使用し、
内容の保存が必要
○記載要領・項目解説の確認方法
「基本情報」→ iボタン、「運営情報」→？アイコン
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「基本情報」入力
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「運営情報」入力
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「運営情報」項目解説の表示
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「事業所の特色」入力
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STEP3ー2 プレビュー画面の確認

■システム内で入力値チェック
問題なし
→「事業所の詳細」がプレビュー表示される
問題あり
→入力画面上部に全てのエラーリストが表示
エラーリスト
項目間エラー
エラー内容を修正し、再チェック

黄 色

ピンク色

○提出には、必ずプレビュー画面の表示が必要
○最新の報告データ「ＰＤＦファイル」で出力し保存
（Excel出力機能なし）
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プレビュー画面の確認
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エラー画面
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「事業所向け操作マニュアル」記載ページ

項 目 ページ

ログイン １１

連絡先の設定 １７

「基本情報」入力 ２１

プレビュー画面の確認・提出 ２５

「運営情報」入力 ２８

プレビュー画面の確認・提出 ３１

「事業所の特色」入力 ３４

【ＰＣ設定】信頼済みサイトへの追加 ６９

【ＰＣ設定】お気に入りへの追加 ７０
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マニュアルのダウンロード（ヘルプ画面）



28

問い合わせ先

岐阜県指定情報公表センター

ＴＥＬ 058-273-1111＜内線2552＞
ＦＡＸ 058-276-2571
E-mail   kouhyou-center@winc.or.jp
ＨＰ http://www.winc.or.jp/kouhyou

mailto:kouhyou-center@winc.or.jp
http://www.winc.or.jp/kouhyou
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